
自給的農業から特産品化への取組
―高齢農家によるハウスブドウ栽培の事例―

（環境創造部門）

• 福島県川内村のハウスブドウ栽培が近年拡大
• 高齢農家が自家消費を目的とした栽培を開始
• 栽培農家の拡大→販売されるようになった
• 村外の農家にも栽培が波及
• 楽しみと食料確保として自給的農業を継続
• 自給的農業＝農環境や地域社会の文化的な一面
• 自給的農業から特産品への試みへと発展
• 本報告は高齢農家の自給的農業がもたらす地域農

業再生について考察する。

機関のロゴ

はじめに

・実家の農業を維持する
震災後も離農しない
自給的農業を継続

・ハウスブドウ栽培
A氏、B氏は水稲育苗ハウ
スの有効活用が目的
A氏、販売作物の栽培では
なく、自家消費が目的
B氏、C氏は小遣いを得ら
れることも楽しみ
B氏は村の特産品になるこ
とを期待

・2013年：水稲育苗ハウス
の有効活用を検討

・2014年：高齢の複数農家
が参加し生産組合を結成

・2019年：生産の安定化→
地域の特産品化の模索

高齢農家と自給的農業

・地域農業再生→非経済の仕事の存在も必要
・高齢農家→体力が続く限りは農作業をしたい
この力を単に労働力と考えず→地域農業の活力

・高齢農家の「楽しみ」を肯定→過疎対策を示唆
・自給的農業は、生業であり農環境の管理や保全、
地域社会（贈与など）の存続に貢献。

ハウスブドウ栽培の取り組み

・自給的栽培にある“Vernacular”な側面
・栽培のキッカケ→栽培と自家消費の楽しみ
・自給的農業から販売作物へと発展

農作業、贈与、小遣いの楽しみ
→組み合わされて「生きがい」を得ている

・“Empowerment”や存在意義としての期待

聞き取り調査結果の概要

考察と結論
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身近な農環境を活用する自給的農業は、土着的（Vernacular）な側面によるものである。本事例では高
齢農家が農作業の楽しみと、小遣いを得る楽しみを「生きがい」にしている。そこを起点に自給的農業か
ら販売作物、さらに特産品化へと発展した取り組みであり、自給的農業と農業経営の連続性がみられた。
しかし、高齢農家の自給的農業のみでは震災復興や過疎化の課題解決には限界がある。一方で、今を

「いきいき」と生きることも震災復興において求められる重要な課題であると示唆される。

高齢農家の自給的農業による取り組み

・「いきいき」とした自給的農業、農環境が必要
・高齢農家は農業、農作業を継続を求めている

→被災地や過疎地域での高齢農家の生きる姿
「いきいき」と生きる→評価することも重要
「産業としての農業」の回復とは別の論理

・農村社会では根本的な農業は継続されている
・農家の生業を積極的に評価することが必要

・高齢農家は食料生産を担いつつ、楽しみの農業
を実践するという農業経営と自給的農業の連続
性が示唆される。

・今を「いきいき」と生きる高齢農家の姿を評価
し本質的に豊かで魅力ある地域社会を創生する
可能性がある。

図１ 水稲育苗ハウスを利用したハウスブドウ栽培

表１ 経営概況

表２ 自給的栽培
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「震災復興における高齢農家の自給的農業と特産品化への試み
―福島県川内村のハウスブドウ栽培をケーススタディとして―」


